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国立大学法人京都教育大学建設工事等

発注情報公表要領

平成１６年４月１日 制 定

（趣旨）

国立大学法人京都教育大学（以下「本学」という ）において発注する建設工事第１条 。

（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事をいう ）。

及び設計・コンサルティング業務（建設工事の設計並びに監理業務、測量、地質調査そ

の他のコンサルティング業務をいう ）における、工事発注情報の公表については、国。

立大学法人京都教育大学会計規程その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほ

か、この要領の定めるところによる。

（適用法令）

本要領の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条

（平成１２年法律第１２７号 （以下「適正化法」という ）及びこれに基づく政令を） 。

適用するものとする。

（適正化指針への配慮）

本学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第１５条第１項により国が定め第３条

た公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（総務省・財務省・

国土交通省告示第１号 平成１３年３月２９日）に配慮するものとする。

（政府調達に関する協定等の遵守等）

本学は、政府関係機関であることに鑑み、政府調達に関する協定（条約第２３号第４条

平成７年１２月８日）及び公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について

（閣議了解 平成６年１月１８日）を遵守するものとし、運用においては 「公共事業、

の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について（文教施設部長通知国施

第２７号 平成８年７月１９日）の規定を準用するものとする。

（工事における発注の見通しに関する情報の公表）

建設工事における発注の見通しに関する情報の公表に係る手続きについては、工第５条

事に係る発注の見通しに関する事項の公表について（文教施設部長通知１３文科施第５

） 。 、 、号 平成１３年４月６日 の規定を準用するものとする この場合において 同規程中

「支出負担行為担当官」とあるのは 「契約責任者」と読み替えるものとする。なお、、

公表の時期及び期間等については、契約責任者が必要と認めた場合は、同規程の一部を

適用しないことができるものとする。

第１項に規定する準用において、一般競争及び公募型指名競争に付そうとする工事に２

係る情報公表を行う場合の、事前の文部科学省への送付は不要とする。

（工事における競争参加資格及び基準等に関する情報の公表）

建設工事における競争参加資格及び基準等に関する情報の公表に係る手続きにつ第６条

いては、工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について（文教施設部

長通知１３文科施第６３号 平成１３年５月３１日）の規定を準用するものとする。こ
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の場合において、同規程中 「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人京都教、

育大学会計規程等」と 「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学、

法人京都教育大学発注契約実施細則」と読み替えるものとし、二の規程は適用しない。

前項に規定するもののほか、公表を行う建設工事における競争参加資格及び基準等に２

関する事項については、国立大学法人京都教育大学建設工事施工体制確保要領第５条に

定める「工事成績評定要領」及び同要領第６条に定める「工事成績評定実施規程」を含

むものとする。

（工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表）

建設工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表に第７条

係る手続きについては、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する

情報の公表について（文教施設部長・会計課長通知１３文科施第６９号 平成１３年６

。 「 」 。） 。 、月６日 以下 公表通知 という の規定を準用するものとする この場合において

同規程中 「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人、

京都教育大学会計規程等」と 「契約担当官等」とあるのは「契約責任者」と 「官職」、 、

とあるのは「職名」と読み替えるものとする。

前項に規定する公表に使用する様式については、公表通知に定める参考様式例にかか２

わらず、別紙によるものとする。

（工事における第三者監視機関に係る設置及び運営に関する情報の公表）

建設工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容について意見の具申等を第８条

行う第三者からなる機関に係る設置及び運営に関する情報の公表に係る手続きについて

、 。は 国立大学法人京都教育大学入札監視・苦情処理要領第４条の規定によるものとする

（工事における苦情処理に関する情報の公表）

建設工事における入札及び契約に関する苦情処理の方策に関すること及び苦情処第９条

理の結果等については、国立大学法人京都教育大学建設工事入札監視・苦情処理要領第

５条の規定によるものとする。

（設計・コンサルティング業務における年度発注計画等に関する情報の公表）

設計・コンサルティング業務における年度発注計画及び入札等の結果の公表に第１０条

ついては、第４条に規定する政府調達に関する協定等に従い措置するものとする。

（文部科学省情報収集・公開システムの利用）

第５条及び第７条に定める情報公表については、文部科学省の情報収集・公開第１１条

システムを利用するものとする。

附 則

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。


